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総合司会 早川 淑男 

 それでは、準備が整いましたので、ただいま

からシンポジウムを開始いたします。 

 出演者の方々、どうぞご着席をお願いいたし

ます。 

 シンポジウムの司会を務めていただきますの

は、実行委員である船橋市医師会副会長 土居良

康先生と、船橋市医師会救急医療担当理事であ

ります髙木康博先生のお二人です。 

 それでは、よろしくお願いをいたします。 

 

 

司会 土居 良康（船橋市医師会 副会長） 

 

 皆様、こんにちは。私、本日の司会を務めさ

せていただきます船橋市医師会副会長の土居と

申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ふだんは船橋市の一番西側、下総中山の辺り

で内科医を開業しております。何かありました

ときは、どうぞよろしくお願いいたします。（拍

手） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司会 髙木 康博 

（船橋市医師会 救急医療担当理事） 

 

 皆さん、こんにちは。私、船橋市医師会の理

事をやっております髙木といいます。よろしく

お願いします。 

 私は、船橋市医師会では救急の担当をしてお

りまして、皆さんが、日曜日など困ったときに

かかられるような日曜当番であるとか、夜間に

かかる夜急診の担当をしております。困ったと

きには利用していただくとよろしいと思います。 

 では、よろしくお願いいたします。（拍手） 

 

 

司会 土居 良康 

 それでは、初めにシンポジストの方の紹介を

簡単にさせていただきたいと思います。それぞ

れのシンポジストのご略歴については、後ほど

ご紹介をさせていただきます。 

 まず、皆様から向かって右側です。 

 船橋市消防局救急課救急第二係でいらっしゃ

います黒川進之助様です。（拍手） 

 続きまして、船橋市立医療センター外科副部

長・統括ＤＭＡＴ・都道府県災害医療コーディ

ネーターであられます佐藤やよい先生です。（拍

手） 

 船橋市医師会二次救急・災害担当理事であら

れます梶原崇弘先生です。（拍手） 
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司会 髙木 康博 

 本日は、3 名のシンポジストの発表後に質問

への回答を行う時間を設けております。 

 本日、この会場にてご回答させていただくの

は参加申込みの際にいただいた質問のみとなり

ますが、受付にてお配りしたアンケート用紙に、

質問をご記入いただく欄がございます。こちら

にご記入いただいた質問につきましても、本シ

ンポジウムのテーマに沿った内容のものは、後

日、船橋市のホームページで回答させていただ

く予定です。 

 

 

司会 土居 良康 

 それでは、シンポジストの皆様による発表に

移らせていただきたいと思います。 

 初めに、船橋市消防局救急課救急第二係の黒

川進之助様より、救急救命士としての立場から

お話をいただきたいと思います。 

 黒川さんは、平成 14 年に船橋市の消防局に入

局されております。平成 16 年には救助隊でご活

躍いただき、その後、平成 25 年から救急隊に入

られております。平成 30 年に救急救命士として

の資格を取得され、現在に至っております。 

 では、黒川さん、よろしくお願いいたします。 

 

シンポジスト 黒川 進之助 

（船橋市消防局救急課救急第二係 救急救命

士） 

 

 皆さん、こんにちは。ただいまご紹介にあず

かりました船橋市消防局特別救急小隊の黒川と

申します。 

 

 本日は、災害時における救急隊の活動につい

て発表させていただきます。よろしくお願いい

たします。（拍手） 

 

 早速ですが、初めに、船橋市の救急の現状に

ついてお話しします。 

 船橋市の人口は約 64 万人、救急隊はドクター

カーも含めて 16 隊、救急車の故障や点検などに

備えて 6 台の非常用救急車があります。 

 令和 4 年中、船橋市の救急件数は 3 万 9,343

件、救急隊現場到着所要時間はスライドのとお

りですが、この平均時間とは、119 番通報から

救急隊が現場に到着するまでの時間のことを言

います。 

 統計調査の関係で、比較する年が違いますが

ご了承ください。 

 船橋市では、毎年増加している救急件数に対

応するため、非常用救急車を活用した施策とし

て、救急車に乗るための資格を持った消防隊員

が、119 番通報が集中したときには消防車から
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救急車に乗り換えて非常用救急小隊として運用

できる体制をとっています。 

 また、現場到着所要時間を全国と船橋で比べ

ますと、1 分 8 秒、船橋が遅くなっています。

これは、毎年増加する救急件数、道路渋滞、ま

た、当時は新型コロナウイルスの流行もありま

して、船橋の平均時間も例年より伸びていると

思われます。 

 

 それでは、私たち救急隊が通常行う救急活動

の流れについてお話しします。 

 皆さんが行う 119 番通報、この通報を受ける

のが通信司令員です。通信司令員は、具合が悪

い方の症状や現場の住所、また人数などを確認

した後、救急現場から一番近くで待機している

救急隊に出動指令を出します。この出動指令か

ら私たちの救急活動は始まります。 

 

 私たちは出動指令から現場の住所、内容を確

認した後、サイレンを鳴らし緊急走行で現場に

向かいます。皆様には日頃から、緊急車両に道

を譲っていただくなど、ご協力ありがとうござ

います。今後もぜひともよろしくお願いいたし

ます。 

 

次に、救急隊が現場に到着すると、具合の悪

い方を観察し、必要があれば応急処置を行いま

す。観察とは、顔色やけがの状況を確認したり、

聴診器を使って呼吸の音やお腹の音を聞いたり

します。 

 応急処置とは、酸素投与、止血処置、また捻

挫や骨折などで行う固定のことを言います。 

 重症の場合には、必要に応じて救急救命士が

医師の指示を受けて点滴を行い、薬を使ったり、

空気の通り道をつくるために口の中にチューブ

を入れたりします。 

 

 そして、それぞれの症状に合った適切な病院

に診察可能か電話で交渉し、診察可能であれば

搬送開始、これが通常時の救急活動になります。 
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 次に、災害発生時の救急活動についてお話し

します。今回は、30 年以内に発生する確率が

70％とされている首都直下型地震の発生を想定

します。 

 船橋市では、平成 30 年 11 月に地震アセスメ

ント調査を実施して公表しています。千葉県北

西部直下地震の発生で、市内の広範囲で震度 6

強、それ以外の範囲では震度 6 弱となるそうで

す。 

 地震による建物被害や人的被害が発生し、道

路は亀裂や陥没、建物倒壊で発生した瓦礫によ

って道路が通行不能、また液状化による交通障

害が想定されています。 

 この想定を基に、私たちの救急活動が災害時

にどうなるのか、通常時と比べてみたいと思い

ます。 

 

 初めに、119 番通報についてです。災害によ

ってけが人や火災などが発生していると 119 番

通報していただくことになると思いますが、通

信インフラの被災や長時間にわたる停電で、通

信障害の発生が予想されています。 

 携帯電話の普及で、一般家庭では固定電話が

ないことも多いと思います。通信障害が発生す

ると、発災初期は 119 番通報できない可能性が

あります。 

 また、通報を受ける通信司令員の人数にも限

りがあります。それを上回る通報が集中した場

合も、電話がつながらない状況になってしまい

ます。 

 参考ですが、2018 年 6 月に発生した大阪北部

地震。被災した大阪府の消防組合では、発災か

ら 3 時間の通報で 1 日の平均通報を上回って、

119 番通報に出られない時間が続いたそうです。

このようなことが実際に起きているということ

になります。 

 

 次に、救急車が現場に出動できたと仮定しま

す。千葉県北西部直下地震の被害想定からする

と、何事もなく現場に救急車が到着するのはと

ても難しいことだと思います。現場に向かうた

め緊急走行していても、助けを求めてくる市民

の方はいるはずです。その都度、私たちは何か

しらの対応をしてから現場に行くことになると

思います。 

 交通障害や大規模な道路渋滞の発生で救急車

が進めなくなることもあると思います。そのた

め、消防署から離れている地域に救急車が到着

するためには、相当の時間が必要となってしま

います。 

 

 現場に救急隊が到着できた場合、けが人や具

合の悪い方が 1 人であればその方を全力で対応

しますが、現場の近くにも複数のけが人がいる

可能性のほうが高いはずです。あくまで想定の
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話ですが、同時に発生した複数のけが人の方に

対して、目の前の方から救急隊が順番に対応し

ていきますと、軽症の方を先に搬送して重症の

方を後回しにしてしまう可能性も出てきます。

それでは救命できる命も救命できない場面が出

てきてしまいます。 

 そこで必要となってくるのが、「トリアージ」

という概念になります。聞きなれない言葉だと

思いますが、トリアージとは、震災などで発生

した多くの負傷者に対して、1 人でも多くの方

を助けるために、重症度、緊急度に応じて搬送

や治療の優先順位をつけることです。もっと簡

単に表現しますと、現場での振り分け、これを

トリアージといいます。 

 

 さて、救急隊の仕事ですが、具合の悪い方を

症状に合った適切な病院に搬送することです。

私たちは医療機関に電話をし、症状を伝え、受

入れの許可をもらわなければ搬送することはで

きません。先ほどもお話ししましたが、通信障

害が起きると、119 番通報だけではなく、救急

隊が病院に電話をすることも困難となるかもし

れません。 

 また、病院も被害を受けてしまう可能性があ

る。これも忘れてはいけないことになります。 

 

 私たち救急隊は、通常時でも搬送先病院が決

まらないこと、市内の救急車が出払ってしまい

到着まで時間がかかってしまうこと、様々な要

因によりスムーズな活動が行えないことがあり

ます。これが災害となるとなおさら厳しい状況

になります。 

 本日の発表内容はネガティブな内容が多くな

ってしまいましたが、皆さんにお伝えしたいこ

ととして、災害が発生すると常識は通用しませ

ん。救急隊だけでは全ての方に対応できない可

能性があること、そして、今後起こり得る災害

に対して、皆さんは準備できているでしょうか

ということになります。 

 

 少しですが、災害に備えてご家庭で取り組む

べき主な対策をご紹介したいと思います。 

 初めに、家具は必ず倒れるものと考えて、転

倒防止対策を行います。倒れた場合でも、部屋

の入り口をふさぐことのないような配置をして

ください。 

 ライフラインが止まった場合に備えて、普段

から飲料水や保存のきく食料などを備蓄しまし

ょう。 
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 災害用に非常用バッグを準備して、いつでも

持ち出せるようにしてください。そして、普段

飲んでいる薬があれば、お薬やお薬手帳はとて

も大事です。皆さんの体を守ってくれるものは

忘れないようにしてください。 

 いざ災害が起きたときに慌てず避難するため

にも、避難場所や避難経路をご家族で確認して

ください。 

 皆さんの災害に対する準備が、より効果的な

救急活動につながってくれると思います。 

 

 本日、皆さんが救急医療シンポジウムに参加

していただいたことで、平時からの備えなど考

えるきっかけとなっていただけると幸いです。

今後も救急活動について、皆様のご理解、ご協

力、よろしくお願いいたします。 

 以上で発表を終わります。ご清聴ありがとう

ございました。（拍手） 

 

 

司会 土居 良康 

 黒川さん、どうもありがとうございました。 

 非常に分かりやすくご説明いただきまして、

私も、これを今聞かせていただいて、日々、救

急隊の方々が「これはどうしよう」「どうしたら

いいのだろうか」というのを考えながら、どん

どんと時代に合った形で、いろいろな体制をつ

くってやっていらっしゃるんだなと感じました。

本当に、これからも頑張ってやっていただきた

いなと思っております。 

 それでは、続きまして、船橋市立医療センタ

ー外科副部長・統括ＤＭＡＴ・都道府県災害医

療コーディネーターの佐藤やよい先生より、船

橋市において想定される災害やＤＭＡＴの活動

について、お話をいただきたいと思います。 

 佐藤先生は、平成 15 年に浜松医大をご卒業な

さいまして、外科医として研鑽を積まれた後、

船橋市立医療センターに来られて、今、外科副

部長としてご活躍をなさっております。災害に

ついても、私も何度も講演を聞いたことがある

のですけれども、非常に造詣が深く、また、何

といっても親身にこの船橋市について考えてい

ただいているのにいつも感銘を受けております。 

 それでは、佐藤先生、どうぞよろしくお願い

いたします。（拍手） 

 

 

シンポジスト 佐藤 やよい 

（船橋市立医療センター 外科副部長・統括 DMAT  

・都道府県災害医療コーディネーター） 

 

よろしくお願いします。 

 

 「もし船橋で首都直下地震が起こったら」と
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いう形でお話しさせていただきます。 

 

 首都直下地震は、結構種類があるんですね。

関東でこういった大きな地震を起こす断層とい

うのは、意外とあるのですけれども、その中で、

千葉県に大きな被害をもたらすのではないかと

言われているのが、先ほど、黒川さんからもお

話がありましたが、千葉県北西部直下地震とい

うものです。習志野市と千葉市の境界にある断

層によって起きる地震です。想定震度、最大震

度は 6 強という形になっていますけれども、先

ほどお話もあったように、船橋市ではそれの被

害想定がなされております。 

 この断層が習志野市にありますので、チーバ

くんの口元辺りで 6 強の地震がありまして、そ

こから 6 弱の地震が広がっていく。そういった

想定がなされています。 

 

 船橋市の被害想定は、先ほども話がありまし

たけれども、揺れとか液状化、火災によって建

物が全壊、焼失するのが 1 万 7,000 棟、人的被

害で言えば、重症者の方が 850 人、軽症者が

3,500 人という想定になっています。 

 避難者の方は、2 週間たつと 18 万人になって

しまうといった想定がされております。 

 

 人的被害の詳細について見てみますと、死傷

者の方、重症者の方、軽症者となっております

が、どういう受傷形態があるかというと、建物

倒壊や火災、ブロック塀の転倒、土砂崩れ等に

よって受傷することがあるという想定調査がさ

れています。こうやって見ますと、青の建物倒

壊による受傷と、火災（やけど）による受傷と

いうのがほとんどを占めるということが分かる

と思います。 

 大分数が大きいですけれども、これは実は条

件が冬の 18 時、風速 8 という条件です。この時

期や時間というのは、1 年で一番火を使ってい

ることが多い時間帯、風速 8 というのは風が強

い状態になります。乾燥していて、火災が起き

てしまうと延焼してしまうという最悪の状態を

想定しているので、数が多いのは当たり前なの

ですけれども、最悪の状態を加味して、私たち

はこういった形で災害の対応を行っていかなけ

ればならないと常に考えております。 

 

 災害の対応についてですが、日本で災害対策

というのが大きく変わったのは阪神・淡路大震
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災の時でした。このとき、病院は患者で混乱し

て、ライフラインは途絶して、スタッフが足り

なくて、そういったような問題が起きたことを

契機に、災害拠点病院やＤＭＡＴという派遣医

療チームができました。 

 

 ＤＭＡＴについてちょっとお話をします。Ｄ

ＭＡＴというのは、災害の急性期に活動できる

機動性を持った専門的な研修・訓練を受けた災

害派遣医療チームとなります。医師、看護師、

業務調整員といったような職種からチームにな

っております。 

 

 その役割についてですが、何かしら発災しま

すと、どんどん生存救出率というものが下がっ

ていきます。従来の医療救護班だと到着が遅く、

ここに「避けられた死」があったということが

分かっています。 

 そこで、ＤＭＡＴは、発災直後から迅速に活

動できる機動性を持っているため、現場で救命

医療や患者さんの搬送を行っていくことになり

ます。 

 48 時間程度の活動を想定していますので、時

期が来れば 2 次隊を派遣するといった形になっ

ています。 

 

 当院のＤＭＡＴの活動について、少しお話し

させてください。 

 これは東日本大震災の写真になりますけれど

も、このとき、発災 2 日目に宮城県に支援に入

りました。 

 

 これは石巻赤十字病院、災害拠点病院です。

そちらの診療の支援に入ったのですが、災害が

起きますと重症者の方がたくさん出ますので、

先ほど黒川さんの話にもありましたが、まず、

最初にトリアージというのを行って、重症度に

応じてエリア分けをして、患者さんをそこに運

んで診療というのを行っていきます。そこでの

診療支援をＤＭＡＴでも行っていきます。 
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 こちらは、平成 27 年 9 月の関東東北豪雨災害

になります。最近、台風とか豪雨災害というの

が非常に多くなってきておりますが、このとき

は、鬼怒川の堤防が決壊し、近くの地域で大分

浸水被害がありました。 

 これは常総市の市役所ですけれども、駐車場

で、車が埋まってしまうくらいの水害、浸水が

ありました。 

 

 このときは、鬼怒川沿いにある病院が浸水し、

電気や水が使えなくなってしまいましたので、

治療の待てない患者さんを、消防や自衛隊と協

力して搬送しておりました。 

 また、同じ茨城県内の災害拠点病院では、そ

ちらの災害対策本部で患者さんの情報を集めて、

どの病院が受け入れてくれるかを探すような本

部活動も行っておりました。 

 

 これは、皆さん記憶にも新しいと思うのです

が、令和元年の台風 15 号です。千葉県に上陸し

たものです。このときは、千葉県の南部で被害

が特に大きかったと思っています。 

 

 このときも、診療ができなくなってしまった

病院がいくつかありましたので、そこの病院か

ら君津中央病院に一旦患者さんを集め、そこで

診療を行い、受入れ先を探して患者さんを搬送

するという活動がありました。 

 ここにＤＭＡＴがいるのですけれども、この

方は東京から、こちらの方は茨城のＤＭＡＴで

す。いろいろな他県からも支援に来ていただい

ておりました。 

 

 当日、我々は患者さん 4 人を 1 人ずつ、夜通

し他の病院へ搬送するといった活動を行ってお

りました。 

 

 令和元年には、もう一つ大きな台風が千葉の

ほうへ来ておりました。台風 19 号です。このと
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きには、県からの要請で当院にも災害対策本部

が立てられました。東葛南部エリアを統括する

ような本部になりますので、船橋市以外に、例

えば市川、浦安、習志野、鎌ケ谷、八千代とい

った他市の病院も含めて、また、病院だけでは

なく避難所でも、被害とか支援が必要かどうか

といったところの確認を行っておりました。 

 この写真は、幸いながら大きな被害がなくて

本部解散となったときに、集合写真を撮ったも

のなのですけれども、このお三方は船橋保健所

から派遣して来ていただいた方々で、お二人の

方が市川保健所から来ていただいた方々です。 

 このように本部にわざわざ来ていただき、顔

を合わせて、例えば道路状況や川の高潮情報と

いったことも情報共有できたため、非常にスム

ーズに本部活動ができたということがありまし

た。 

 これらが、私たち当院のＤＭＡＴの活動にな

ります。 

 

 まとめになりますけれども、ＤＭＡＴの任務

というのは、災害拠点病院で本部活動の支援を

行ったり、病院の医療支援を行ったりします。

また、避難所や救護所の医療支援も必要であれ

ば派遣して行っていきます。 

 あとは、本部でも、現場でも、外部機関と連

携して発災した後の災害医療というのを行って

いくことになります。 

 

 災害医療について少しお話しします。先ほど

もお話がありましたけれども、通常の診療だと、

救急外来や救急対応というのは 1 人の患者さん

に対してかなり対応資源があります。足りなく

なると補充できるような環境にあります。 

 しかし、災害対応というのは、重症者の方も

軽症者の方も非常に多く、しかも一度に来るよ

うな状態です。資源も消耗していきますし、補

充が足りなくなるといった特殊な状況になって

いきます。 

 そういった場合では、先ほどもお話があった

ように、トリアージという形で、どの患者さん

は優先して、今ある少ない資源でどういう治療

を行っていくのかというのを考えなければなり

ません。これが災害医療の特殊性と考えられま

す。 

 

 先ほど、千葉県北西部直下地震でこれだけの

被害がありますよと言いましたが、やはり、船

橋市で全ての患者さんを診るということの可能

性は非常に低いというか、不可能かなと考えて

います。ＤＭＡＴは実災害だけではなく、ある

程度被災の少ないほかの地域へ、あるいは他県
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へ搬送するための経路を考えながら訓練を行っ

ています。 

 

 次に、搬送に関してなのですが、船橋市の特

徴、または、災害時の問題点というようなとこ

ろがあるかなと思います。例えば、人口が多い

ですね。液状化の起こりやすい地域に特に住宅

や商業施設が多いかなと考えています。住宅も

密集しています。木造家屋も多いです。渋滞が

多いです。日頃から皆さんも感じておられると

思うのですけれども、こういった状況は、やは

り物資の搬送とか患者さんの搬送を妨げる可能

性が出てきます。 

 

 今日は市民の皆様がいらっしゃるということ

で、少しご理解いただきたいことのお話をさせ

ていただきますが、災害医療は通常診療とは違

うということを、繰り返しますけれどもご理解

ください。重症の方を優先して診療するので待

っていただく必要があることや、ベストの治療

ができないかもしれないということをご理解い

ただければと思います。 

 あとは、患者さんの搬送です。通常の道路が

緊急通路指定になってくる可能性もありますの

で、通れなくなってしまうこともあるかもしれ

ません。皆さんが同様に被災して困っている場

合も多いと思うのですけれども、こういった搬

送にご協力いただければと考えております。 

 以上になります。（拍手） 

 

 

司会 土居 良康 

 佐藤先生、どうもありがとうございました。 

 実際のご経験を基に、こんなふうに対応をし

ているというのをリアルに話していただきまし

た。本当にためになったかなと思います。 

 どうもありがとうございました。 

 

 

司会 髙木 康博 

 では、続きまして、船橋市医師会二次救急・

災害担当理事の梶原崇弘先生から、災害時にお

ける船橋市の医療体制についてのお話をいただ

きます。 

 梶原崇弘先生をご紹介いたします。 

 梶原先生は、船橋、まさにこのご近所でお生

まれになって、お育ちになりました。2000 年に

日本大学医学部を卒業されて、消化器外科を専

門として国立がん研究センター中央病院などで

腕を振るわれております。 

 2012 年から船橋一歴史のある板倉病院の院

長として船橋市に戻られて、病院経営をして忙

しい中、良質な地域医療の構築に心血を注ぎな

がら、船橋市医師会の理事として船橋市の災害

医療・救急医療の改善、充実にも尽力されてい

る先生です。船橋医師会一できる男、私はそう

思っております。 

 では、先生、よろしくお願いいたします。 
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シンポジスト 梶原 崇弘 

（船橋市医師会 二次救急・災害担当理事） 

 

 髙木先生、過分すぎるご紹介ありがとうござ

います。梶原です。よろしくお願いします。 

 

 多分、皆さん、今難しい、怖い話を聞いて体

が固まっているかもしれないので、ちょっと軽

く伸びをしてから聞いていただければと思いま

す。 

 

 僕のところは、船橋市が今どうなっているの

か、そういうところをお話ししたいと思います。 

 

 まず、先ほどいろいろ話があった、船橋で発

災したとき、どんな体制ができるのかというこ

とで、病院前救護所というものをお話ししたい

と思います。 

 

 これは、船橋市のホームページに載っている

ものですけれども、船橋市は、今、災害時に、

震度 6 弱の地震が起きた場合に、災害医療体制

が変わりまして、市内にある二次救急病院の前

に病院前トリアージという病院前救護所を設置

することになっております。 

 

 後で詳しくはお話ししますが、トリアージは、

まず、重症な人は、今の佐藤先生のいらっしゃ

る船橋市立医療センターで診ていただいて、そ

の手前の中間、黄色タグというのですけれども、
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その方々は船橋市の二次救急の災害協力病院の

ほうで診ます。そして、そこの前のもうちょっ

と軽症という方は、病院の前に設ける救急エリ

アで近隣の先生とか多職種の方に診ていただい

て、何とか救命していく。このようにして、先

ほどの 3,800 人くらい来る軽症者の方たちと重

症者 850 人を選別して、1 人でも救えるように

しようという想定になっております。 

 

 実際に地図にしますと、このマップがありま

す。今日ご参加の皆様方も、普段の二次救急、

輪番病院という市内の病院、この 9 つの病院が、

地震が起きたときなどに、病院の前に救護所を

設けて皆さんの対応に当たりますので、ぜひ、

自分のエリアにはどこがあるかということをご

理解いただいて、また、ご近所の方にも、「私た

ちはあそこがあるわよ」という会話を日頃から

していただきたいと思います。 

 

 救護所について、何をやるのかと言いますと、

まず、患者さんに来ていただきましたら、トリ

アージエリアというところで皆さんに後ほど話

すトリアージという行為を行います。そこの情

報をみんなで共有して、軽症である方は軽症処

置エリアというところで治療をし、お薬を渡し

してお帰しする。フィルターを超えて、中等症、

重症と判断された方は、院内に入って、さらに

そこから医療センターに転送する人と、そこの

病院で診る人に分けていくことになります。 

 

 このときの病院前救護所でのお薬ですけれど

も、普段だったら病院に行くと「お薬ちょうだ

い」「この薬ちょうだい」と言えるかもしれませ

んが、やはりここは応急的な所なので、薬剤師

会の杉山先生のご協力もあり、大体、セットの

約束処方というものをつくることになっていま

す。「この薬で何とか今日はしのいでね」という

形で、とりあえず、少ない人的資源でより多く

の方を救うために、処方箋とかもシンプルにし

てやっていきます。 

 

 こんな形で、今各病院の前では、協力薬局さ

んも一応連携していまして、災害時はどんなと

きも開いてくれていて、さっきの処方箋を持っ

ていくと、大体決まった薬は渡せるような体制

を訓練しております。 

 院内に入った方は、平時の治療と同じような

ことをして診ていくという形になっております。 
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 これが病院前救護所ですけれども、それ以外

に災害医療対策本部というものがありまして、

本部も、もちろんちゃんと仕事をしています。 

 

 ここは保健所の所長が中心になりまして、医

師会長の寺田先生も入って、災害医療対策本部

というのが開設されます。船橋市には災害対策

本部もありますから、そこと災害医療対策本部

が連携をしながら活動していきます。 

 災害というのはその日だけではなくて、最初

の 72 時間、その後の 1 週間と、だんだん内容が

変わりながらずっと見ていかなければいけませ

ん。そこで、今どんな状況になっているかとい

う情報の整理であったり、船橋市を「助けて」

と県や国に要請したりといったことをする窓口

が必要となります。そういった機能をこの災害

医療対策本部が担います。 

 

 最近では、ＤＸといいまして、いろいろな情

報ツールがあります。各病院には、ＥＭＩＳと

いう、病院が「今どんな状況だよ」、「壊れてい

るよ」、「大丈夫だよ」、そういった情報を入力す

るものがあります。市内だけでなく日本全国の

病院がこれを導入しているので、ここに情報を

入れることで、それを災害医療対策本部が把握

し、「あそこの病院は大丈夫だな」、「駄目だな」、

「駄目ならＤＭＡＴに行ってもらおう」とか、

「平気だったら、逆に患者さんを診てもらおう」

とか、そういうことの判断もしていきます。 

 また、薬剤師会と医師会では、今 eST-aid と

いう、クリニックや薬局の被災状況が把握でき

るようなツールも導入するなど、いろいろ進め

ております。 

 

 最後に、市民の皆さんに期待することとして、

先ほど、松戸市長の最初のご挨拶であったこと

がほぼ僕の言いたいことでもあるのですけれど

も、市民の皆さんが知識を得て、周りの方に教

えていただくことが大切だと思います。 
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 トリアージ法というのが、先ほどさんざんト

リアージ、トリアージと出てきました。そんな

に難しくはありません。感想ではなく、客観的

な判断で誰でもできるのが良い点です。また、

何か道具がなくてもできるという特徴があるの

で、大体、このトリアージ法が使われます。 

 

 それがどんなものか簡単に言うと、歩けたら

軽症です。お亡くなりになっている人は別です

が、呼吸の状態が悪い人、脈が触れない人、意

識がない人、こういった人は重症です。歩けな

くて、重症じゃない人は中等症と、ちょっと乱

暴かもしれませんが、大体そんなイメージだと

思ってください。 

 そのため、平時だと、手の骨がぼきっと折れ

て僕の病院に来たら、多分、僕は急げ急げと治

療すると思うのですが、災害時に手の骨が折れ

ていても、歩けるし、今すぐは死なないので、

そのときは普段と違って軽症という扱いになり

ます。その場合は、病院前救護所に整形の先生

や柔道整復師会の方といったプロフェッショナ

ルがいますので、その方たちが固定をして、治

療をして、お薬を出してくれるという形になり

ます。 

 それ以外の中等症から重症の方を院内に入る

ので、さっきの手が折れている人が「俺を院内

に入れろ」と言われると現場が混乱します。も

しそんな人がいたら、今日いた皆さんが「あな

たは分かっていない」と言って止めていただけ

ると医療者が医療に集中できますので、ぜひご

協力いただきたいと思います。 

 

 繰り返しますが、発災時は普段の常識が当て

はまりません。一人でも多くの命を救うために

は、やはり冷静な対応をしていただくのが大事

になります。 

 どうしても災害のときは自分も慌てると思い

ます。しかし、普段からそういう心構えを持っ

ていただくことがまず第一です。そして、医療

者や周りの方のことを医療・介護の面でサポー

トいただくことで、次の命も助かります。そう

思っていただければと思います。 

 

 最後に、まとめなのですけれども、船橋市の

災害対策はかなり先進的で、他市から見学に来

ていただくこともあるぐらいです。行政と保健

所、医師会、ほかの三師会、四師会が一体とな
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っていて、船橋市はかなりまとまりがあります。 

 常に計画を立てながらやっておりますけれど

も、ただ、災害には満点はありません。災害と

いうのは総力戦で、そこは市民の皆さんも含め

ての総力戦になります。防ぎ得る死を少しでも

避けるためには、普段からトリアージの訓練で

すとか、そういうものにもご参加いただきつつ、

自助・互助、・共助といった意識を持って、皆さ

んも船橋市民を助ける一員だという意識を持っ

て乗り越えていただければと思います。 

 以上になります。どうもありがとうございま

した。（拍手） 

 

 

司会 髙木 康博 

 ありがとうございました。 

 船橋市の災害医療体制の具体的なお話をいた

だきました。これまでは各避難所に救護所があ

る体制だったのが、病院前救護所という新しい

体制に変わっているということを、まず知らな

いといけないということですね。 

 いざというときに迷わないように、市民の

方々もそれをまず知っておく。避難所がどこに

あるのか、行ける病院、救護所はどこなのかを

把握しておくことがまず第一ということですね。 

 よく分かるお話、ありがとうございました。 

質問への回答 

 

司会 髙木 康博 

 それでは、災害医療に関しまして、3 名の先

生方からそれぞれの立場からのお話をいただき

ましたので、これから、本日参加された皆様か

らの質問にお答えいただきたいと思います。 

 なお、シンポジウムが始まる前にお伝えいた

しましたとおり、質問はシンポジウムへの参加

の申込み時に書いていただいたものに限らせて

いただいております。会場にいらっしゃる皆様

からこの時間に直接質問をお受けすることはで

きかねますので、ご了承ください。 

 また、時間の都合上、質問にお答えする時間

を区切らせていただきますので、ご了承くださ

い。 

 それでは、事前にいただいた質問をご紹介さ

せていただきます。 

 まず、最初はこのようなご質問です。 

 「いろいろな災害があるが、どのような災害

にどのような対応をすればよいのでしょうか。

また、どのような対応を市は想定しているので

しょうか。特に、医療機関はどのような想定を

しているのでしょうか」という質問ですが、こ

れは、佐藤先生、お答えいただけますでしょう

か。 

 

 

シンポジスト 佐藤 やよい 

 結構難しい質問でございますね。地震であっ

たり、水害であったりというような形で、それ

ぞれ想定はしてはおります。 

 具体的に話しますとちょっと時間が長くなり

ますが、それぞれの災害に応じた対応をとりま

す。また、地震でも先ほどは冬の 18 時に発生す

る想定の話をしましたけれども、夏に起きると、

今度は熱中症の問題も出てくるのではないかと

いった形で、災害の種類だけではなく、時期や
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その他の要因も含めて想定していかなければい

けないかなと考えています。 

 

 

司会 髙木 康博 

 ありがとうございます。いろいろな想定をも

って対応に当たっているということですね。 

 では、もう一つ行かせていただきます。 

 「災害のときに、119 番通報が電話回線の過

剰集中などでつながらない場合、また、救急車

を呼んだのになかなか救急車が到着しないとき、

どうすればいいですか」という質問です。 

 これは、黒川先生、お願いいたします。 

 

 

シンポジスト 黒川 進之助 

 119 番通報がつながらない、なかなか救急車

が到着しない状況というのは、先ほどスライド

でお話しさせていただきましたが、地震などの

災害で一番多い救急要素は、やはり怪我による

ものだと思います。そのため、皆様にも応急処

置の知識としまして、出血したときには圧迫止

血、つまり、きれいなタオルなどで出血が止ま

るまで押さえていただく、また、頭をけがした

場合には、圧迫止血をするのに加え、意識状態

が悪くなることを考慮し、無理に動かさない、

そのような知識をぜひ持っていただきたいと思

います。 

 消防局でも、心肺蘇生法や応急処置を学べる

救命講習を定期的に開催していますので、ぜひ

そちらのほうも、関心のある方は受講していた

だけるといいのかなと思います。 

 

 

司会 髙木 康博 

 ありがとうございます。ご興味のある方は消

防署にお問い合わせいただいて、参加いただく

とよろしいと思います。 

 医師会の会長、寺田先生がおっしゃっていま

したように、災害医療はチーム医療です。市民

の方を含めたチーム医療ですので、ぜひご参加

ください。 

 

 

司会 土居 良康 

 では、次に病院前救護所についてです。「病院

前救護所ではどのような処置が受けられるので

しょうか。そして、病院前救護所に集まってく

ださる先生は、どういった先生方がいらっしゃ

るのでしょうか」というご質問をいただいてお

ります。 

 これは、梶原先生、お願いいたします。 

 

 

シンポジスト 梶原 崇弘 

 ご質問ありがとうございます。 

 病院前救護所についてですが、まず船橋は 9

個のエリアに分かれています。病院前救護所を

設置する 9 つの病院に対して、医師会は周りに

あるクリニックの先生方を名簿にまとめている

ため、該当の病院に決められた医者が集まりま

す。 

 病院には医師会の他に歯科医師会、薬剤師会、

柔道整復師会といった 4 つの師会の先生が集ま

ります。看護師の方々もクリニックの先生とと

もに集まっていただいており、その方々に病院

前救護所を展開していただくこととなっており

ます。 

 設定としては、発災後の最初の 48 時間につい

て、輪番で名簿を決めており、医療者側も交替

できるよう考慮されています。 

 処置行為についてですが、トリアージにおけ

る緑の判断をされた方々への処置になりますの

で、バイタルの確認をした後に薬を出したり、

骨折だったら整復であったりといった処置を行

い、薬を処方した後にお帰りいただくことを想
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定しています。 

 ただ、トリアージというのは 1 回だけではあ

りません。1 回目は平気でも、時間経過で具合

が悪くなるといったこともありますので、病院

前のトリアージエリアにはドクターが何人もお

り、何度も診ることとなります。そのうえで、

本当に大丈夫という方をお帰します。ですので、

帰されるときに、「こんなんで帰しやがって」と

怒られないことを祈っておりますけれども、こ

のような対応をさせていただきます。 

 よろしいでしょうか。 

 

 

司会 髙木 康博 

 ありがとうございました。 

 

 

司会 土居 良康 

 それではもう一つ、持病がある方についてで

すけれども、「持病がある方は、普段からこれを

備えておいた方がいいよというようなことはご

ざいますか」という質問が来ています。 

 こちらについては、佐藤先生、お願いできま

すでしょうか。 

 

 

シンポジスト 佐藤 やよい 

 ありがとうございます。 

 持病のある方、先ほども少しお話があったと

思うのですが、やはりお薬を飲まれている方が

かなりいらっしゃると思います。そのため、や

はりお薬手帳を常に携帯しておくということが、

まず一つあります。 

 スマホ等を使われている方は、写真を撮って

おくということもひとつ大事なことかなと思い

ますし、あとは、主治医の先生に相談してみる

のも一つの手かなと思います。「災害時、こうい

うことが起きたら、私の場合はどういった準備

をしておくことがいいでしょうか」といった相

談に主治医の先生は絶対答えてくれると思いま

すので、そういった手もあるかなと考えていま

す。 

 

 

司会 土居 良康 

 どうもありがとうございます。 

 それでは、質問は実はもっともっといただい

ているのですが、終了の時刻が迫っていること

もありますので、回答を終了させていただきた

いと思います。 

 なお、本日お答えできなかった災害医療に関

する質問につきましては、後日、船橋市のホー

ムページに回答を掲載する予定ですので、ご覧

いただければと思います。 

 また、本日お配りしましたアンケート用紙に

も質問を記載する欄がございます。こちらの質

問につきましても、後日、回答を掲載させてい

ただきますので、よろしければご記入をいただ

けるとありがたいです。 

 それでは、皆様、ご協力どうもありがとうご

ざいます。（拍手） 

 

 

総合司会 早川 淑男 

 以上でシンポジウムの部は終了でございます。

出演者の皆様、ありがとうございました。（拍手） 

 なお、今お話がありましたアンケート用紙に

つきましては、お帰りの際に、会場の出入り口

にて回収をさせていただきます。 

 それでは、これよりステージにて基調講演の

部の準備を行います。しばらくこのままお待ち

ください。


